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医療観察法と被害者の会 会則 

 

（名称） 

第１条 この会は、「医療観察法と被害者の会（以下、「本会」という。）」と称

する。 

２ 通称を「がじゅもりの会」とする。 

 

（事務所） 

第２条 本会の事務所は、東京都内の代表宅に置く。 

 

（目的） 

第３条 本会は、医療観察法事件における被害者及び遺族の権利利益の擁護を目

的とする。 

 

（事業） 

第４条 本会は、前項の目的を達成するために以下の事業を行う。 

（1） 法制度の調査研究 

（2） 関係機関への要望書・意見書の作成提出、その他法改正を求めるた

めの運動 

（3） 社会への広報・啓発活動 

（4） 関係機関・団体との連携 

（5） その他目的を達成するために必要な事業 

 

（会員） 

第５条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、入会の意思を代表に表明した者とす

る。 

 

（退会） 

第６条 会員は、退会手続を代表に提出し、任意に退会することができる。 

２ 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。 

（1） 本人が死亡したとき 

（2） 会の活動に３年以上参加しないとき 



- 2 - 

（役員） 

第７条 本会には、次の役員を置く。 

（1） 代表  

（2） 副代表  

    (3)   会計   

(4)  監事 

 

（役員の選任） 

第８条 役員は会員の中から、総会で承認を得て選任される。 

 

（役員の職務） 

第９条 代表は本会を代表し、会の事業を執行する。 

２ 副代表は代表を補佐し、代表が欠員となったときは、代表の職務を代行す

る。 

３ 会計は本会の出納事務を担当する。 

  ４ 監事は本会の業務及び財産状況を監査する。 

 

（役員の任期） 

第１０条 役員の任期は２年とする。ただし再任は妨げない。 

 

（顧問） 

第１１条 本会には顧問を置くことができる。 

２ 顧問は本会の相談役となり、本会の発展に努める。 

 

（総会） 

第１２条 総会は会員をもって構成する。 

２ 総会は集会（オンライン集会含む）又は書面（電磁的記録含む）による

ものとする。  

 

（総会の種別） 

第１３条 総会は通常総会と臨時総会の二種とする。  
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（通常総会） 

第１５条 通常総会は年に１回、５月から６月の間に開催するものとする。  

 

(臨時総会)   

第１６条 必要があるときは臨時総会を開催できるものとする。 

  ２ 臨時総会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

(1)代表が必要と認めた時 

(2)総会員の５分の 1 以上から会議の目的たる事項を示して請求があっ

た時 

 

（総会の招集） 

第１７条 総会は代表が招集する。 

２ 総会を開催するときは,会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及

び場所を示して、開会の 1週間前までに書面もしくは電子メールで通知

する。 

３ 代表は前項第 2号の規定による請求があった時は請求のあった日から 8

週間以内に臨時総会を招集しなければならない。 

 

（総会の定足数） 

第１８条 総会は会員総数の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。 

 

(総会の議決) 

第１９条 総会は次の事項を議決する。 

(1)会則の変更 

(2)事業計画及び収支予算に関すること 

(3)事業報告及び収支報告に関すること 

(4)役員の選任及び解任に関すること 

２ 総会の議事は、出席者の過半数の賛成をもって決する。可否同数の時は 

     議長の決することとする。 

 

（議事録） 

第２０条 総会の議事については、議事録を作成する。  
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（活動費） 

第２１条 

  １ 本会の活動費は、会への寄付金及び助成金等の中から支弁する。 

  ２ 寄付金、助成金は、原則として金融機関口座に預け入れて管理すること

とする。 

 

（会計年度） 

第２２条 本会の会計年度は毎年４月１日から３月３１日とする。 

 

 

附則 

１ 本会則は、令和３年６月２６日から施行する。 

２ 本会則は、令和５年５月１４日から施行する。 

以 上 

 


